
新発田市農業委員会委員の募集要項 

 

１ 農業委員の業務概要及び募集人員等 

  業務概要 農地の貸し借りや売買などの申請の審議を行うほか、農地法及び農業委員

会等に関する法律等で規定される業務（農地集積・集約化の推進、遊休農地

の発生防止・解消、新規参入の促進など）を行います。 

  募集人員 19人 

  任  期 市長から任命された日（令和８年７月２０日の予定）から３年間 

  報  酬 月額 20,800 円に、市長が別に定める額を加算した額（市議会２月定例会

で令和８年度当初予算案が議決された後に決定します。） 

  身  分 特別職の非常勤職員 

２ 被推薦・応募資格 

農業に関する識見及び農業振興に熱意を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する

事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者で、就任予定日において、次のいずれにも該当しない者 

①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

②拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

③兼職が禁止されている行政委員会の委員 

④中立委員（農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者）については、

農業を営んでいる者 

３ 推薦・応募受付期間及び手続き 

募集要項及び推薦書・応募書は、新発田市ホームページからダウンロードできるほか、

次の担当窓口及び豊浦・紫雲寺の支所に備えてあります。 

受付期間 令和８年２月２日（月）から令和８年３月３日（火）まで 

提出書類 推薦書又は応募書 

推薦書・応募書は、令和８年３月３日（火）までに郵送、ファックス、電子メールま

たは直接持参で、次の担当窓口に提出してください（期限内必着。直接持参する場合は

午後５時１５分までにお持ちください）。 

 新発田市農業委員会事務局 

 〒959－2415 

 新発田市住田 510番地 

 FAX：0254－33－3930 

 E-mail：nougyou@city.shibata.lg.jp 



４ 審査方法 

審査会による審査（必要に応じて面接等を行う場合があります。） 

５ 審査の結果通知 

令和８年５月末までに応募又は推薦を受けた本人に通知します。 

６ その他 

  農業委員と農地利用最適化推進委員に同時に応募し、推薦を受けることはできますが、

両方の職を兼ねることはできません。 

募集期間中と募集期間終了後の２回、市のホームページ等で下記事項を公開します。 

①推薦した個人の氏名、職業、年齢及び性別 

②推薦した法人などの名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の数、構成員た

る資格及びその他の推薦した者の性格を明らかにする事項 

③推薦を受けた者または応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状

況 

④推薦又は応募の理由 

⑤農地利用最適化推進委員に推薦を受けた又は応募しているか否かの別 

⑥推薦を受けた者の人数並びにそのうちの認定農業者等、青年（49歳以下の者）及び女

性の人数 

⑦応募した者の人数並びにそのうちの認定農業者等、青年（49歳以下の者）及び女性の

人数 

 

                    お問い合わせ先：新発田市農業委員会事務局 

                            TEL ：0254‐33‐3119 


